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飯能市住民異動等窓口業務委託公募型プロポーザル募集要領 

 

 市民課における窓口業務について、豊富な知識と経験を有し、安定的に質の高

い業務を遂行できる事業者を選定する必要があるため、公募型プロポーザルを

実施します。 

 

１ 業務の概要 

 ⑴ 業務の名称 

住民異動等窓口業務委託 

 ⑵ 業務内容 

   住民異動等窓口業務委託仕様書のとおり 

 ⑶ 契約期間 

   契約締結日から令和９年９月３０日まで（長期継続契約） 

      業務準備期間 契約締結日から令和６年９月３０日まで 

   業務履行期間 令和６年１０月１日から令和９年９月３０日まで 

 ⑷ 提案限度額 

   月額 3,256,000円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 ⑸ 選考方法 

   公募型プロポーザル方式 

 

２ 参加資格 

  本プロポーザルに参加する資格を有する者は、本業務の公募の開始の日か

ら受託候補者特定の通知の日までにおいて、次に掲げる要件を全て満たすも

のとする。 

 ⑴ 飯能市物品等の買入れ等の競争入札参加者の資格等に関する規程（平成

１４年告示第４８号）に基づく飯能市物品等入札参加者名簿に登載されて

いること。 

 ⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規

定する者に該当しないこと。 

 ⑶ 飯能市建設工事等の契約に係る指名停止等措置要綱（平成１２年告示第

２５号）の規定による指名停止措置又は飯能市の締結する契約からの暴力

団排除措置に関する要綱第３条の規定による指名除外の措置を受けていな

い者であること。 

 ⑷ 飯能市暴力団排除条例（平成２４年条例第２１号）に定める暴力団又は暴

力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

⑸ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手
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続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規

定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者（会社更生法の規定に基

づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の

申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認

可の決定が確定した者を除く。）でないこと。 

 ⑹ 単一の法人であること。 

 ⑺ 参加表明の日までに、プライバシーマーク又はＩＳＭＳの認証を受けて

いる者であること。 

⑻ 令和３年度以降に本市と同規模以上の自治体において、⑴各種届書及び申

請書の受付業務、⑵各種証明書等の作成及び引渡し業務、(3)窓口案内業務

の事業実績があること。 

  ※本市と同規模の目安 

  人口７万人以上 年間の住民異動に関する届出処理件数 7,000件以上 

 戸籍・住民票等証明交付通数 55,000通以上 

  

３ 実施スケジュール 

  

４ 参加方法 

本プロポーザルに参加を希望する者は、参加意向申出書等を次のとおり提出

すること。 

⑴ 提出書類 

 ① 参加表明書（様式１） 

 ② 事業者概要（様式２） 

 ③ 暴力団排除に係る誓約書（様式３） 

項 目 日 程 

公募期間 令和 6年 4月 11日（木）～5月 2日（木） 

質問書受付期間 令和 6年 4月 11日（木）～4月 18日（木） 

質問回答 令和 6年 4月 23日（火） 

参加表明書提出期限 令和 6年 5月 2日（木）午後 5時まで 

資格審査結果通知 令和 6年 5月 9日（木） 

提案書提出期限 令和 6年 5月 16日（木）午後 5時まで 

一次審査結果通知 令和 6年 5月 23日（木） 

二次審査（プレゼンテーション） 令和 6年 5月 30日（木） 

二次審査結果通知 令和 6年 6月中旬 

委託契約締結 審査結果通知後速やかに 
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 ④ 業務委託契約実績書（様式４） 

 ⑤ プライバシーマーク又はＩＳＭＳの認証を受けていることを証明する

書類の写し 

 ⑵ 提出部数  

   各１部（原本） 

 ⑶ 提出方法 

   担当部署まで持参又は郵送で提出すること。郵送により提出する場合は、

提出期限までに必着とする。 

 ⑷ 提出期限 

   令和６年５月２日（木）午後５時まで 

 ⑸ 参加表明の無効 

   次に掲げる場合に該当する場合は、参加表明を無効とする。 

  ア 参加資格のない者が参加表明書を提出した場合 

  イ 提出方法及び提出期限に適合しない場合 

  ウ 提出書類に記載すべき事項が記載されていない、又は虚偽の内容が記

載されている場合 

 ⑹ 参加資格審査結果の通知 

参加資格の審査終了後、令和６年５月９日（木）までに参加表明書記載の

メールアドレス宛てに電子メールで結果を通知する。 

 

５ 質問及び回答 

 ⑴ 提出方法  

質 問 書 （ 様 式 ５ ） に よ り 、 担 当 部 署 メ ー ル ア ド レ ス

（simin@city.hanno.lg.jp）宛に電子メールで提出し、その後電話で着信の

確認をすること。 

 ⑵ 受付期間 

   令和６年４月１１日（木）～４月１８日（木）（午後５時）まで 

 ⑶ 回答方法 

   令和６年４月２３日（火）までに、ホームページで回答を公開する。 

 

６ 提案書等の提出 

  本プロポーザルに参加する者は、次に掲げるところにより提案書等を提出

すること。 

 ⑴ 提出書類 

  ⑥ 提案書表紙（様式６） 

  ⑦ 法人等の基本方針等（様式７） 
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  ⑧ 業務引継ぎ計画書（様式８） 

  ⑨ 業務体制等に関する提案書（様式９） 

  ⑩ 見積書（様式１０：積算内訳を記載すること）     

  提出書類については⑥から⑩の順で製本し、10 部（正本１部 副本９部）

及び電磁的記録（ＣＤ－Ｒ等）を提出すること。 

 ⑵ 提出方法 

   担当部署まで持参又は郵送で提出すること。郵送により提出する場合は、

提出期限までに必着とする。 

 ⑶ 提出期限 

   令和６年５月１６日（木）（午後５時）まで 

 ⑷ 提案書等の無効 

   提案書等が次に掲げる場合に該当するときは、提案書の審査を行わない。 

 ア 参加資格がない者が提出した場合 

 イ 提出方法及び提出期限に適合しない場合 

 ウ 虚偽の内容が記載されている場合 

 エ 見積書の金額が提案限度額を超えている場合 

⑸ その他留意事項 

 ア 提案書等の作成及び提出に要する費用は、事業者の負担とする。 

 イ 提案書等の提出後の再提出又は差し替えは認めない。 

 ウ 提案書等の返却は行わない。 

 

７ 選定方法 

  選定にあたっては、次に掲げるとおり一次審査（書類審査）及び二次審査（プ

レゼンテーション）を実施し、評価基準に基づき提案事業者の業務遂行能力を

総合的に審査した上で、一次審査及び二次審査の合計点が最も高い者を優先

交渉権者に決定する。 

  ただし、参加者が４者以上あった場合は、一次審査の後、上位３者のみが二

次審査に参加できるものとする。 

  なお、参加が１者の場合であっても一次審査及び二次審査を実施して委託

事業者の選定を行うものとする。 

 ⑴ 一次審査(書類審査） 

  ア 日時  

    令和６年５月２３日（木） 

  イ 方法 

    一次審査の結果については、令和６年５月２３日（木）までに参加表明

書記載のメールアドレス宛に電子メールで通知する。なお、一次審査の評
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価点が満点の６割に満たない場合は、二次審査の対象事業者として選定

しない。 

 ⑵ 二次審査（プレゼンテーション） 

  ア 日時、場所 

    令和６年５月３０日（木） 飯能市役所本庁舎別館２階会議室 

  イ 方法 

   (ア) プレゼンテーションは１事業者６０分以内で行うこと。内訳は、準備

１０分、提案２５分、質疑２０分、片付け５分を目安とする。 

   (イ) プレゼンテーションに必要なパソコン、プロジェクタ及び接続ケー

ブルは、提案事業者が用意すること。電源及びスクリーンは市が用意す

る。 

    (ウ) プレゼンテーションの出席者は３人以内とし、本業務を受託した際

に携わる担当者が出席の上、提案書に沿って説明を行うこと。 

   (エ) プレゼンテーションの開始時間等については、令和６年５月２４日

(金)までに電子メールで通知する。 

   (オ) プレゼンテーションは非公開とする。 

    

８ 評価基準等 

⑴ 評価基準 

審査の評価基準は、別紙のとおりとする。 

⑵ 評価が同点となった場合の措置 

   最高点の者が複数の場合は、見積書の金額が最も安価な者を受託候補者

として特定する。金額も同額の場合は、見積書を再作成し、提出された見積

書の金額が最も安価な者を受託候補者として特定する。 

 ⑶ 最低評価点 

   一次審査及び二次審査の評価点の合計が、満点の６割に満たない場合は、

当該事業者を受託候補者として選定しない。 

   

９ 結果の通知・公表 

⑴ 結果の通知 

審査の結果については、令和６年６月中旬までに参加表明書記載のメール

アドレス宛に電子メールで通知する。 

 ⑵ 結果の公表 

   契約締結後速やかに、次の項目を市ホームページにおいて公表する。 

  ア 受託候補者の名称及び評価点 

  イ ア以外の参加者の名称及び評価点 
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    ※ア以外の参加者の名称は、ＡＢＣ表記とする。 

 

１０ 契約手続 

委託内容等について、審査の結果選定された受託候補者と担当課との協議が

整った後、飯能市契約規則その他関係法令に基づき契約の締結手続を行う。 

なお、協議が整わない等の理由より受託候補者との契約手続ができない場合

は、次点の者を受託候補者とする。 

 

１１ その他 

 ⑴ 評価の公平性に影響を与える行為を行った者は、失格とする。 

 ⑵ 応募に係る費用は、全て提案者の負担とする。 

 ⑶ 本プロポーザルの応募を取り下げる場合は、書面により辞退の申し出を

行うこと。 

 ⑷ 本プロポーザルに係る提出書類は、飯能市情報公開条例（平成１１年条例

第１号）に基づく公開請求があった場合、原則として公開の対象となる。た

だし、公にすることにより法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を

害するおそれがある情報については非公開とする。 

 ⑸ 住民異動等窓口業務委託仕様書は、本プロポーザルの公開時点における

本業務に対する市の考えを示したものであり、契約締結前に本市と受託候

補者が協議の上、変更する場合がある。 

 ⑹ 書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標

準時及び計量法（平成４年法律第５１号）に定める単位とする。 

 

１２ 問合わせ先 

  飯能市市民生活部市民課市民担当 

  住所 〒357-8501 埼玉県飯能市大字双柳 1-1 

  電話番号 042-973-2112（直通） 

  メール simin@city.hanno.lg.jp 


